
 

社会福祉法人麗寿会 元町ケアセンター 訪問介護サービス 

重要事項説明書 

１ 事業所の概要 

 

２ 事業所の職員体制等 

職  種 従事するサービス種類、業務 人  員 

管理者 業務の管理を一元的に行いま

す。 

１名 

サービス提供責任者 利用者やその家族からの相談に

応じるとともに、利用の申し込

みに係わる調整や訪問介護計画

の作成を行います。 

３名以上  

サービス担当職員 身体介護及び生活援助の介助を

行います。 

１５名以上 

 

３ 営業時間    8：30～17：30                                                                

 

４ サービス提供時間                                                                    

     時間帯区分 平 日 土曜日・祭日 日曜日 

通    常 7:30～19:00 7:30～19:00 休業日 

（注）・年末年始（12/29～1/3）は「休業日」の扱いとなります。 

 

５サービスの内容 

〈訪問介護サービス〉 

訪問介護とは、訪問介護員（ホームヘルパー）等が利用者の自宅を直接訪

問して、入浴、排せつ、食事等の介助などの「身体介護」や調理、洗濯、

掃除等の家事といった「生活援助」を行うサービスです。 

 

６利用者負担金                                                                    

（1）訪問介護サービスを提供した場合の利用料の額は茅ヶ崎市長が定める額

とする。 

利用者自己負担金及び保険外費用等については別紙料金表のとおりとなり

ます。 

事 業 所 名  元町ケアセンター 

所 在 地   茅ヶ崎市元町１０番３３号 

連絡先  電話 ０４６７－８８－７５２０ 

事業者指定番号 神奈川県 １４７２４００５１２ 号 

管理者 管理者氏名  山本 育美 

サービス提供地域 茅ヶ崎市内         



利用者自己負担金：介護保険負担割合証記載の負担割合に準ずる額  

 

7：30～8：00 18：00～19：00の支援については通常利用料金の25％増

しになります。 

【加算】 

 

〈介護職員等処遇改善加算Ⅱ〉上記保険対象額の22.4％ 

  

〈緊急時訪問介護加算〉 1回 100単位 

 ※ご利用者様やそのご家族様からの要請を受けて、24時間以内にサービス

提供責任者がケアマネージャーと連携を図り、ケアマネージャーが必要と

認めたときに、サービス提供責任者または、その他の訪問介護員等が、居

宅サービス計画にない訪問介護（身体介護）を緊急に行った場合。 

 

〈初回加算〉 一月 200単位 

※利用者が過去2カ月間に、当該指定訪問介護事業所から訪問介護サービ 

スの提供を受けていない場合であって、以下の要件を満たす場合に算定 

できます。 

新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が 

初回もしくは初回訪問の属する月に、訪問介護を行った場合、又は他の訪 

問介護員等が訪問介護を行う際に同行訪問した場合。 

新規に訪問介護計画を作成したご利用者様に対して、サービス提供責任者 

が初回もしくは初回訪問の属する月に、訪問介護を行った場合、又は他の 

訪問介護員等が訪問介護を行う際に同行訪問した場合。 

 

(２）介護保険外 

介護保険の範囲内では不可能であり、なお且つサービスが必要とされる

場合に訪問活動を行います。相談内容によりお引き受けできない場合も

ございますのでご了承ください。 

 

費用については、上記の法定利用料の他に希望に応じて提供したサービ 

スについて保険外費用（自費）を徴収します。 

 

 身体介護 30分 2.050円 

 生活援助 30分 1.100円 

 又、20分未満の場合でも30分相当の利用料金が発生されます。 

 

（３）利用者自己負担金及び保険外費用等については毎月20日前後に利用料 

 の請求書をご自宅に郵送致します。ご指定の金融機関口座から、利用月  

 の翌月27日に自動引き落としによりお支払い頂きます。 

 

 

７キャンセル料について 



(1)利用者がサービスの利用をキャンセルする際には、すみやかに次の連

絡先までご連絡下さい。連絡先：０４６７ －８８－７５２０ 

 (2)サービス利用の前日までにご連絡ください。当日のキャンセルはご連絡 

の有無に関わらず次のキャンセル料を申し受けることになりますので、

ご了承ください。 

   利用者の容態の急変など、緊急やむを得ない事情があると事業所側が 

   判断した場合は、キャンセル料は不要となります。 

 (4)キャンセル料は、利用者負担金の支払いに合わせてお支払いいただき

ます。 

 

 キャンセル料 ・利用者負担金の１００％ 

 

８ サービスの利用に当たっての留意事項 

・ご利用者様またはそのご家族様は、体調の変化があった際には事業所の従

業者にご連絡ください。 

・サービス提供に当って、訪問介護員等は次のことをお受けすることはでき

ませんので、あらかじめご了承下さい。 

① ご本人様ご不在時のご支援は出来ません。 

② 事業所では、原則としてご利用者様宅の鍵のお預かりは致しませ

ん。 

③ ご利用者様と訪問介護員等との間で金銭の貸し借りは致しません。

買い物代行支援の際は買い物代金（一万円迄）をお預かりしてから

となります。 

④ 銀行の通帳やカード等を預かり、出し入れする等の行為は致しませ

ん。 

⑤ 医療行為や医療補助行為は致しません。 

⑥ 訪問介護員等は、介護保険制度上、ご利用者様(要介護者)の介護や

家事の準備等を行うこととされています。ご家族様の食事の準備な

ど、それ以外の業務については介護保険外のサービスとなりますの

で、ご了承ください。 

⑦ 訪問介護員等に対する贈り物や飲食のもてなしは、ご遠慮させてい

ただきます。 

その他、その内容に応じて出来ない事はお断りさせて頂きます。 

    

９  当事業所のサービスの方針等 

 （１）個人の尊厳を保持し、ご利用者様本位の訪問介護を提供するものと

する。 

  （２）訪問介護サービス計画に沿ってご利用者様が必要とする適切な訪問

介護サービスをご利用者様の選択により提供するものとする。 

 （３）事業の実施にあたり基準を遵守し、関係行政機関や地域の保健・福

祉・医療サービス提供機関等との緊密な連携を図り、総合的・一体的

な訪問介護サービスの提供に努めるものとする。 



 

10 秘密の保持と個人情報の保護について 

事業者は、ご利用者様から予め文書で同意を得ない限りご利用者様の個 

人情報を用いません。 

事業者は、ご利用者様及びそのご家族様に関する個人情報が含まれる記 

録物（紙によるものの他、電磁的記録を含む）については注意をもって 

管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 

 

11 非常災害・感染対策について 

  事業所は、感染症や非常災害時の発生時において、利用者に対する指定 

  訪問介護サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制 

で早期の業務再開を図るための計画（以下この条において「業務継続計 

画」（BCP）という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置 

を講じる。 

 ２事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必 

要な研修及び訓練を定期的に実施する。 

 ３事業所は、定期的業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続 

計画の変更を行う。 

   

12 事故発生時の対応について 

  サービス提供により事故が発生した場合には、ご家族様、関係医療機関 

市区町村等へ連絡を行なうなど必要な措置を講じ、事故の状況や事故に

対しとった対処について記録し、賠償すべき事故の場合には損害賠償を

速やかに行います。 

13 緊急時の対応について 

  サービス提供にあたり体調の急変等が生じた場合は、事前の打ち合せに

基づき、別紙の緊急連絡票に沿って、主治医、救急機関、居宅介護支援

事業者等に連絡します。 

14 衛生管理のための対策 

  訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、定期健康診断等の必 

要な管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努 

めるものとします。 

15 虐待防止に関する対策について 

  事業者は、ご利用者様等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲 

げるとおり必要な措置を講じます。 

(1) 虐待防止に関する責任者を選定しています。 

(2) 成年後見制度の利用を支援します。 

(3) 苦情解決体制を整備しています。 

(4) 従業者に対して、虐待防止を啓発、普及するための研修を実施し

ています。 

(5) サービス提供中に当該事業所従業者又は養護者（現に擁護してい

る家族・親族・同居人等）による虐待を受けたと思われるご利用

者様を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。 



(6) 委員会の定期開催、虐待防止のための指針の整備をすること。 

 

虐待防止に関する責任者 山本 育美 

 

 

16 身体拘束の禁止 

  原則としてご利用者様の自由を制限するような身体拘束を行いません。 

  

 

17 ハラスメントについて 

事業所は、適切な指定訪問介護の提供を確保する観点から、職場におい

て行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務

上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害

されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるもの

とします。 

ハラスメントは、介護サービスの提供を困難にし、関わった訪問介護員

等の心身に悪影響を与えます。下記のような行為があった場合、状況に

よっては重要事項説明書に基づき介護サービスの提供を停止させて頂く

場合があります。 

(1) 性的な話をする、必要もなく手を触る等のセクシャルハラスメン

ト行為 

(2) 特定の訪問介護員等に嫌がらせをする、理不尽なサービスを要求

する等の精神的暴力 

(3) 叩く、つねる、払いのける等の身体的暴力 

(4) 訪問介護員等や事業所に対して理不尽な苦情を申し立てる等の、

その他行為  

 

18 相談窓口、苦情対応                                                         

  ○ サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたしま

す。 

 

ご利用者様相談担当窓口 

電話番号 ０４６７－８８－７５２０ 

FAX番号 ０４６７－８４－６００４ 

窓口担当 山本育美 

対応時間  ８：３０～１７：３０ 

（日祝日、年末年始は除く） 

   

 

市町村介護保険相談窓口 

所在地  茅ヶ崎市介護保険課給付担当 

電話番号 ０４６７－８１－７１６４ 

対応時間  ８：３０～１７：００ 

（土日祝日、年末年始は除く） 

神奈川県国民健康保険団体連

合会 

所在地  横浜市西区楠町２７－１ 

電話番号 ０４５－３２９－３４４７ 



利用時間  ８：３０～１７：００ 

（土日祝日、年末年始は除く） 

 

19 当法人の概要 

名称 

法人種別 

 社会福祉法人 麗寿会 

代表者名 理事長 大屋敷 幸志 

本部所在地 

電話 

 茅ヶ崎市南湖１－６－１５ 

   ０４６７－８５－１１４８ 

事業の概要 ◎ふれあいの麗寿 ・介護老人福祉施設・短期入所生活介護・居宅介護

支援 

◎ふれあいの里  ・ケアハウス 

◎ふれあいの家みのり・認知症対応型共同生活介護 

          ・介護予防認知症対応型共同介護 

◎元町ケアセンター ・指定通所介護・第1号通所介護・指定訪問介護 

          ・第1号訪問介護・居宅介護支援 

◎ふれあいの泉・介護老人福祉施設（ユニット型）・短期入所生活介護 

        ・介護予防短期入所生活介護・指定通所介護 

        ・地域密着型通所介護 

        ・居宅介護支援 

◎ふれあいの森 ・介護老人福祉施設・短期入所生活介護 

        ・介護予防短期入所生活介護・指定通所介護 

        ・第1号通所介護 

        ・居宅介護支援・SOSネットワーク事業 

 

 

 

【重要事項説明確認欄 】 

令和   年  月  日 

 サービス契約の締結にあたり、上記により重要事項を説明致しました。 

 

           事業所所在地 茅ヶ崎市元町１０番３３号 

 

           事業所名 元町ケアセンター 説明者            

令和   年  月  日  

 

サービス契約の締結に当たり、個人情報同意書および重要事項説明書の説明

を受け同意し、交付を受けました。 



 

                   利用者   住 所 茅ヶ崎市               

 

                            氏 名                      

          

          代理人 氏 名                    

               

住 所                    


